
自
民
党
と
公
明
党
の
連
立
が
、
２

６
年
の
時
を
経
て
、
つ
い
に
終
焉
を

迎
え
ま
し
た
。
長
年
に
わ
た
っ
て
政

権
を
支
え
て
き
た
「
与
党
コ
ン
ビ
」

の
解
消
は
、
政
界
全
体
を
大
き
く
揺

る
が
せ
て
い
ま
す
。

《
公
明
党
離
脱
の
背
景
》

公
明
党
が
連
立
離
脱
を
決
め
た
背

景
に
は
、
特
に
「
政
治
と
カ
ネ
」
の

問
題
を
巡
る
自
民
党
と
の
意
見
対
立

が
大
き
か
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
ま

す
。
具
体
的
に
は
、
公
明
側
が
企

業
・
団
体
献
金
の
受
け
皿
を
制
限
す

る
規
制
強
化
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
自

民
党
が
こ
れ
に
難
色
を
示
し
、
十
分

な
説
明
や
対
応
を
示
さ
な
か
っ
た
こ

と
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

《
自
民
党
へ
の
影
響
》

公
明
党
の
離
脱
に
よ
り
、
自
民
党

は
単
独
で
、
衆
議
院
で
１
９
６
議
席
、

参
議
院
で
１
０
０
議
席
と
な
り
、
さ

ら
に
政
権
運
営
が
厳
し
い
状
況
に
直

面
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
「
公
明
票
」

に
支
え
ら
れ
て
き
た
都
市
部
、
特
に

東
京
・
神
奈
川
な
ど
で
は
苦
戦
が
予

想
さ
れ
、
無
党
派
層
の
動
向
が
勝
敗

を
左
右
し
ま
す
。

一
方
で
、
保
守
層
か
ら
は
「
筋
を

通
し
た
」
「
本
来
の
自
民
党
に
戻
っ

た
」
と
の
評
価
も
あ
り
ま
す
の
で
、

高
市
新
体
制
が
「
自
立
し
た
政
権
運

営
」
を
掲
げ
る
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

《
高
市
総
理
誕
生
の
行
方
》

総
裁
選
で
圧
倒
的
な
求
心
力
を
見

せ
た
高
市
総
裁
。
公
明
党
の
離
脱
を

受
け
て
も
、
党
内
で
は
「
初
の
女
性

総
理
を
誕
生
さ
せ
、
強
い
国
家
を
つ

く
る
べ
き
」
と
の
声
も
あ
り
ま
す
。

経
済
成
長
及
び
外
交
・
安
全
保
障

を
重
視
す
る
高
市
路
線
は
、
米
国
と

の
関
係
を
軸
に
、
対
中
抑
止
を
強
化

す
る
方
向
に
舵
を
切
る
と
み
ら
れ
ま

す
。た

だ
し
、
物
価
高
や
賃
上
げ
な
ど
、

国
民
生
活
に
直
結
す
る
課
題
へ
の
対

応
を
誤
れ
ば
、
世
論
の
風
向
き
は
一

気
に
変
わ
る
リ
ス
ク
も
あ
り
ま
す
。

《
野
党
一
本
化
の
動
き
と
「
玉
木
総

理
」
誕
生
の
可
能
性
》

野
党
陣
営
で
は
、
立
憲
民
主
・
国

民
民
主
・
維
新
な
ど
が
「
反
自
民
連

合
」
構
想
を
急
速
に
進
め
て
い
ま
す
。

中
で
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
国
民

民
主
党
の
玉
木
雄
一
郎
代
表
。
中
道

路
線
を
掲
げ
、
与
野
党
双
方
に
理
解

の
あ
る
玉
木
氏
を
「
一
本
化
候
補
」

と
し
て
推
す
動
き
が
強
ま
っ
て
い
ま

す
。も

し
も
野
党
連
立
が
実
現
す
れ
ば
、

「
玉
木
総
理
」
誕
生
と
い
う
シ
ナ
リ

オ
も
現
実
味
を
帯
び
て
き
ま
す
。

政
権
交
代
の
カ
ギ
を
握
る
の
は
、

保
守
中
道
層
と
若
年
層
の
票
、
そ
し

て
公
明
党
。
ど
ち
ら
が
“
信
頼
で
き

る
改
革
”
を
示
せ
る
か
が
勝
負
の
分

か
れ
目
で
す
。

《
さ
い
ご
に
》

こ
の
連
立
解
消
は
、
単
な
る
政
局

で
は
な
く
、
日
本
政
治
の
構
造
的
な

転
換
点
で
す
。
ま
た
、
連
立
解
消
の

き
っ
か
け
の
１
つ
と
な
っ
た
政
治
と

カ
ネ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
国
民
の

皆
さ
ま
の
声
に
真
摯
に
向
き
合
い
、

き
ち
ん
と
説
明
責
任
を
果
す
こ
と
、

そ
し
て
、
更
な
る
対
策
を
検
討
す
る

こ
と
が
必
要
で
す
。

混
沌
の
中
に
こ
そ
、
新
し
い
政
治

の
芽
が
生
ま
れ
ま
す
。

今
、
政
治
に
は
私
た
ち
市
民
の
感

覚
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

い
よ
い
よ
「
政
治
の
大
転
換
期
」

を
迎
え
ま
し
た
。
次
の
リ
ー
ダ
ー
が

誰
に
な
る
の
か
。
日
本
の
未
来
の
方

向
を
決
め
る
選
択
。
そ
し
て
、
こ
の

選
択
は
、
豊
橋
・
田
原
の
未
来
に
も

影
響
を
与
え
る
も
の
で
す
。
地
域
か

ら
国
へ
声
を
つ
な
げ
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
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《
や
ま
も
と
・
さ
こ
ん
》

愛
知
県
豊
橋
市
出
身
。
１
９
８
２
年

７
月
９
日
生
ま
れ
。
４
３
歳
。
豊
橋

南
高
校
卒
業
、
南
山
大
学
。
１
１
歳
、

レ
ー
シ
ン
グ
キ
ャ
リ
ア
ス
タ
ー
ト
。

１
９
歳
、
単
身
渡
欧
。
２
４
歳
、
当

時
日
本
人
最
年
少
Ｆ
１
ド
ラ
イ
バ
ー

デ
ビ
ュ
ー
。
３
０
歳
、
帰
国
後
、
医

療
介
護
福
祉
の
世
界
に
。
医
療
法

人
・
社
会
福
祉
法
人
さ
わ
ら
び
グ

ル
ー
プ
の
統
括
本
部
長
就
任
。
２
０

１
９
年
第
２
５
回
参
議
院
議
員
通
常

選
挙
（
比
例
代
表
）
に
自
民
党
公
認

で
立
候
補
し
、
落
選
。
２
０
２
１
年

第
４
９
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
東

海
ブ
ロ
ッ
ク
比
例
代
表
）
に
自
民
党

公
認
で
立
候
補
し
初
当
選
。
当
選
直

後
か
ら
、
合
成
燃
料
の
国
産
化
の
必

要
性
を
訴
え
、
３
年
以
内
に
日
本
初

の
実
証
プ
ラ
ン
ト
の
稼
動
を
実
現
し

た
。
ま
た
、
２
０
２
２
年
８
月
、
初

当
選
後
一
年
に
満
た
な
い
中
、
文
部

科
学
大
臣
政
務
官
兼
復
興
大
臣
政
務

官
に
異
例
の
抜
擢
。
科
学
技
術
・
文

化
の
担
務
を
中
心
に
活
躍
。
２
０
２

４
年
第
５
０ 

回
衆
議
院
議
員
総
選

挙
に
自
民
党
比
例
代
表
で
２
期
目
に

立
候
補
す
る
も
落
選
し
現
在
に
至
る
。

英
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
話
す
マ
ル
チ

リ
ン
ガ
ル
。

前
衆
議
院
議
員

自
公
連
立
解
消
！
新
時
代
の

幕
開
け
か
政
界
再
編
の
嵐
か



出典：衆議院のウェブサイトから加工して作成 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/kaiha_m.htm
出典：参議院のウェブサイトから加工して作成
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/giin/218/giinsu.htm

資料解説
前衆議院議員山本左近

自公連立解消後の会派別勢力

1: 衆議院、参議院双方別々に記名投票を行い、各院一名の指名者を決める（過半数の票を得た
議員がその院の指名者になる。そのような議員がいなければ、上位2人による決選投票でそ
の院の指名者を決める）。

2: 両院の指名者が一致していれば、その人物を内閣総理大臣に指名する。
3: 一致してなければ、両院協議会を開く。
4: 両院協議会で両院の意見が一致するか、もしくは出席協議委員の3分の2以上の多数を得た被
指名者がでたらその人物を内閣総理大臣に指名する。

5: そうならなかった場合は、衆議院の優越により衆議院の指名者が内閣総理大臣になる。

196 24 148 35 27

自民 公明 立憲 維新 国民 れ
い
わ
 9

共
産
 8

有
志
 7

参
政
 3

こ
ど
も
 2

無
所
属
 6

自民 公明 立憲・社民 維
新

国
民

れ
い
わ
 6

共
産
 7

参
政
 

無
所
属
 9

100 21

過半数
233

過半数
125

沖
縄
の
風
 2

日
本
保
守
 2

42 25 19 15

衆議院 465議席

参議院 248議席

首班指名（内閣総理大臣の指名選挙）について
（憲法第６７条参照）

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%A1%E9%99%A2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E3%81%AE%E5%84%AA%E8%B6%8A
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